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１ 府内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する

現状と目標

（６）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の目標

ア 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の方針

地震直後における迅速な救助活動等の実施を目指して、府内の防災拠点施設へ

の円滑な通行を確保するため、府及び市町村が連携し、緊急輸送道路沿道建築物

の耐震化を推進します。

イ 対象道路の指定

京都府地域防災計画において、災害発生時に緊急車両を迅速に通行させるため

緊急輸送道路を定めており、このうち、災害時における広域的な緊急車両の通行

を確保するため、優先して沿道建築物の耐震化に取り組む道路として、耐震改修

促進法第5条第3項第2号の規定による対象道路を次のとおり指定します。

○道路選定の方針

市町村の区域を越える救助活動等の支援のために、地震直後において通行

の確保が必要な施設を結ぶ道路を緊急輸送道路から選定します。

①高速道路網を基幹道路として構成

②迅速な救助活動等を実施するために必要とされる施設とインターチェン

ジを結ぶ緊急輸送道路を選定

対象施設と対象道路の概要 地震直後における活動内容

府庁・広域振興局～最寄IC 応急対策を指揮する災害対策本部の設置

広域防災活動拠点～最寄IC 自衛隊等の応援隊の集結や救援物資の集配

自衛隊駐屯地～最寄IC 救助活動を実施するため、被災地に派遣

PAZ避難時集結場所～最寄IC 原発事故発生時、対象住民の広域避難を実施

追加１







ウ 対象建築物＜通行障害既存耐震不適格建築物（耐震改修促進法第5条第3項

第2号）＞

対象道路の沿道にある昭和56年5月31日以前に着工した建築物で、地震時に

対象道路を閉塞するおそれがある建築物（下図参照）を耐震化の対象とします。

エ 耐震診断結果の報告期限

耐震改修促進法に基づき、対象建築物の所有者が建築物所在地の所管行政庁に

耐震診断結果を報告する期限は、平成●●年●●月●●日とします。

追加１－３

対象建築物

対象建築物

次の斜線を超える部分を有する建築物が対象建築物に該当

①前面道路幅員が 12mを超える場合 ②前面道路幅員が 12m以下の場合

＜例示＞幅員８ｍの場合



２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための

施策に関する事項

（２）耐震診断・耐震改修の促進を図るための支援

エ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・耐震改修の支援

（ア）耐震化の支援

通行障害既存耐震不適格建築物（耐震改修促進法第5条第3項第2号）につい

ては耐震診断の実施を支援するとともに、耐震性が不足する建築物については、

耐震改修等の耐震化を促進します。

（イ）所有者に対する周知

通行障害既存耐震不適格建築物の所有者に対して、耐震診断の義務化について

確実に周知するとともに、耐震性が不足する建築物の所有者に対しては、耐震改

修等の支援制度について周知します。

追加２



参考資料

●通行障害既存耐震不適格建築物

次に該当するもので、耐震診断の義務付け及び結果の公表がなされます。

・耐震改修促進法第5条第3項第2号の規定により定められたもので、本計画

で指定した道路の沿道に立地し、地震によって倒壊した場合、道路の通行を

妨げるおそれがある建築物

追加３




